


(７)特定の政党、政治上の主義を支持し、又は反対するものでないこと。 

(８)法令や公序良俗に反しないものであること。 

(９)専ら収益事業に類するものではなく、かつ入場料等が適当であること。 

（事業の名称に付する冠） 

第３条 事業の名称に付する冠は、次の各号のとおりとする。ただし、外国語で

表記する場合その他の合併７０周年を記念して実施する事業の名称に付する

冠の表現として適当であると認められる場合は、この限りでない。 

（１）新宮町合併７０周年 

（２）新宮町合併７０周年記念 

（３）新宮町合併７０周年記念事業 

（事業の申請） 

第４条 冠事業を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、新宮町合

併７０周年記念冠事業承認申請書（様式第１号）を町⾧に提出し、その承認を

受けるものとする。ただし、町、町の行政委員会又は町内に活動拠点を置き町

の振興若しくは公共的活動を目的として結成された団体が実施する事業であ

って、あらかじめ町⾧が認めた事業については、申請を省略することができる。 

（事業の承認等） 

第５条 町⾧は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、新

宮町合併７０周年記念冠事業承認通知書（様式第２号）により、申請者に通知

するものとする。 

２ 前項の規定により承認した冠事業には、次の各号に掲げる特典を付与する

ものとする。 

(１)事業の名称に冠を付することの承認 

(２)新宮町合併７０周年を記念して作成したロゴマークの使用の承認 

(３)新宮町合併７０周年記念のぼり旗の貸与 

（事業中止等の届出） 

第６条 前条第１項の規定による承認を受けた者（以下「事業者」という。）は、

事業の中止又は事業内容等の変更をする場合は、速やかに町⾧にその旨を届

け出るものとする。 

（承認の取消し） 

第７条 第５条第１項の規定により承認した冠事業が、第２条各号のいずれか

を満たさないことが判明した場合は、町⾧は承認を取り消すものとする。 



２ 前項の規定による冠事業の承認の取消しにより、事業者に損害が生じた場

合であっても、町は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。 

（実績報告） 

第８条 事業者は、冠事業終了後３０日以内に新宮町合併７０周年記念冠事業

実績報告書（様式第３号）を、町⾧に提出するものとする。 

（紛争の解決） 

第９条 事業者は、冠事業に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の

責任と費用負担において解決するものとし、町は、損害賠償、損失補償その他

法律上の責任を一切負わないものとする。 

（冠事業の取扱いに関する事務） 

第１０条 冠事業の取扱いに関する事務は、地域協働課が行うものとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、

町⾧が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第８条か

ら第１１条までの規定は、その失効後も、なお従前の例による。 

  



様式第１号（第４条関連） 

 

年 月 日 

 

新宮町合併７０周年記念冠事業承認申請書 

 

新宮町⾧ 様 

 

申請者 住   所 

         団 体 名（個人名） 

         代表者氏名 

         電 話 番 号 

 

新宮町合併７０周年記念冠事業の承認を受けたいので、以下のとおり申請します。 

なお、実施に当たっては、新宮町合併７０周年記念冠事業取扱要綱の規定に従います。 

事業の名称  

事業の目的及び内容  

事業の実施場所  

事業の期間  料金 
□なし 

□あり（    円） 

使用する冠称 

□新宮町合併（７０周年・７０周年記念・７０周年記念事業） 

□その他（              ） 

 ※記念ロゴマークの使用 □あり   □なし 

添付書類 
□申請者概要書等（任意様式） 

□企画書等（実施要領、パンフレット、印刷物見本等） 

のぼり旗使用 
□希望する（使用本数    本）   □希望しない 

（希望する場合）使用場所 

担当者 氏名  電話番号  

※冠称、記念ロゴマーク及びのぼり旗を使用するにあたっては、以下の事項を遵守します。 

（１）承認を受けた内容のみに使用すること 

（２）承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと 

（３）のぼり旗の設置及び回収は申請者が行うこと 

（４）町⾧が承認を取り消したときには、速やかに指示に従うこと 

（５）故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これにより生じた損害を賠償すること 



様式第２号（第５条関連） 

第   号 

年 月 日 

 

新宮町合併７０周年記念冠事業承認（不承認）通知書 

 

     様 

新宮町⾧ 

 

  年 月 日付で申請のありました標記の件について、新宮町合併７０周年記念冠事

業取扱要綱第５条の規定により下記のとおり通知します。 

 

記 

 

事業名称  

事業内容等 申請書記載のとおり 

決定区分 □ 承認する     □ 承認しない 

不承認の理由  

承認の条件 （１）事故防止について十分な措置を講じること。 

（２）事業に要する経費は、主催者が負担すること。 

（３）町は、事業に伴う行為による損害等の賠償責任を負わない。 

（４）事業の中止や内容が変更する場合は、速やかに町に報告すること。 

（５）記念ロゴマークの使用に関しては次の事項を遵守すること。 

ア ロゴに斜線をかけたり湾曲させるなど変形したりしないこと。 

イ 色を変更しない（部分的な変更も含む）こと。  

ウ 「ロゴ＋キャッチコピー」はバランスやマージンを変えないこと。 

エ アレンジを加えないこと。  

オ ロゴ自体に影（陰影）をつけないこと。 

のぼり旗 貸与数量    本 

 

 

 

  



様式第３号（第８条関連） 

年 月 日 

新宮町合併７０周年記念冠事業実績報告書 

 

新宮町⾧ 様 

 

申請者 住   所 

         団 体 名 

         代表者氏名 

         電 話 番 号 

 

  年 月 日付で承認を受けました新宮町合併７０周年記念冠事業について下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

事業の名称  

事業の期間  

実施内容  

※事業報告書等、内容が確認できる書類がありましたら、添付してください。 

 

のぼり旗 借受数量      本       使用数量     本 
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